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○家内労働法(抄)(昭和４５年５月１６日 法律第６０号) 

 

(目的) 

第１条 この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項 

を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もって家内労働者の生活の安定に資 

することを目的とする。 

２ この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから、委託者及 

び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもと 

より、その向上を図るように努めなければならない。 

 

(最低工賃) 

第８条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内において一定の業務に従事 

する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、 

労働政策審議会又は都道府県労働局に置かれる政令で定める審議会(以下「審議会」 

と総称する。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該業務に従事する家内労働 

者及びこれに委託をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる。 

２ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の審議会の意見の提出があった場合に 

おいて、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、審議会に再審議を求め 

なければならない。 

 

(審議会の意見に関する異議の申出) 

第９条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第一項の審議会の意見の提出があっ 

たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければな 

らない。 

２ 前条第１項の審議会の意見に係る家内労働者又は委託者は、前項の規定による公示 

の日の翌日から起算して１５日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議 

を申し出ることができる。 

３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、そ 

の申出について、審議会に意見を求めなければならない。 

４ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第１項の規定による公示の日の翌日から起 

算して１５日を経過する日までの間は、前条第１項の規定による決定をすることがで 

きない。第２項の規定による申出があった場合において、前項の審議会の意見が提出 

されるまでの間についても、同様とする。 

５ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第１項の規定による決定をする場合に 

おいて、第２項の規定による申出があったときは、第３項の審議会の意見に基づき、 

当該最低工賃において、一定の範囲の業務について、その適用を一定の期間を限って 

猶予し、又は最低工賃額(最低工賃において定める工賃の額をいう。以下同じ。)に 

ついて別段の定めをすることができる。 

６ 前条第２項の規定は、第３項の審議会の意見の提出があった場合について準用する。 

 



2 
 

(最低工賃の改正等) 

第１０条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃について必要があると認める 

ときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。 

 

(最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等〉 

第１１条 審議会は、最低工賃の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議 

を行なう場合には、厚生労働省令で定めるところにより、関係家内労働者及び関係委 

託者の意見をきくものとする。 

２ 家内労働者又は委託者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるとこ 

ろにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該家内労働者若しくは委託 

者に適用される最低工賃の決定又は当該家内労働者若しくは委託者に現に適用されて 

いる最低工賃の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 

３ 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があった場合におい 

て必要があると認めるときは、その申出について審議会に意見を求めるものとする。 

 

(公示及び発効) 

第１２条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低工賃に関する決定をしたときは、 

厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 

２ 最低工賃の決定及びその改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して３

０日を経過した日(公示の日から起算して３０日を経過した日後の日であって当該決 

定において別に定める日があるときは、その日)から、最低工賃の廃止の決定は、同 

項の規定による公示の日(公示の日後の日であって当該決定において別に定める日が 

あるときは、その日)から、その効力を生ずる。 

 

(専門部会等) 

第２１条 審議会は、最低工賃の決定又はその改正の決定について調査審議を求められた 

ときは、専門部会を置かなければならない。 

２ 前項の専門部会は、政令で定めるところにより、関係家内労働者を代表する委員、 

関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。 
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○家内労働法施行規則(抄)(昭和４５年９月３０日 労働省令第２３号) 

 

(審議会の意見の要旨の公示) 

第４条 法第９条第１項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については 

厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案につ 

いては当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行 

うものとする。 

 

(審議会の意見に関する異議の申出) 

第５条 法第９条第２項の異議の申出は、異議の内容及び理由を記載した異議申出書を提 

出することによって行わなければならない。 

２ 厚生労働大臣に対する異議の申出は、関係都道府県労働局長を経由してすることがで 

きる。 

 

(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取) 

第６条 労働政策審議会又は地方労働審議会(以下「審議会」と総称する。)は、法第１１ 

条第１項の規定により関係家内労働者及び関係委託者の意見を聴こうとするときは、 

当該事案の要旨並びに意見を述べようとする関係家内労働者及び関係委託者は一定の 

期日までに審議会に意見書を提出すべき旨を公示しなければならない。 

２ 審議会は、前項の意見書によるほか、関係家内労働者及び関係委託者のうち適当と認 

める者から意見をきくものとする。 

３ 第１項の規定による公示は、労働政策審議会にあっては官報に掲載することにより、 

地方労働審議会にあっては都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものと 

する。 

 

(関係家内労働者又は関係委託者の申出) 

第７条 法第１１条第２項の規定による申出は、次の事項を記載した申出書を提出するこ 

とによって行わなければならない。 

一 申出をする者が代表する家内労働者又は委託者の範囲 

二 申出の内容 

三 申出の理由 

２ 前項の申出書には、申出をする者が同項第１号の範囲の家内労働者又は委託者を代表 

する者であることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。 

３ 第１項の申出書は、当該事案が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたるものであ 

る場合には厚生労働大臣に、当該事案が一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る 

ものである場合には当該都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合にお 

 いて、厚生労働大臣に提出する申出書は、関係都道府県労働局長を経由して提出する 

ことができる。 
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(最低工賃に関する決定の公示) 

第８条 法第１２条第１項の規定による公示は、官報に掲載することによって行うものと 

する。 

 

(最低工賃に関する職権) 

第９条 都道府県労働局長は、当該都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案について、 

法第８条第１項又は法第１０条の規定により地方労働審議会の調査審議を求めようと 

する場合において、当該事案が全国的に関連があると認めるとき、又は全国的に関連 

があるかどうか判断し難いときは、遅滞なく、意見を付してその旨を厚生労働大臣に 

報告しなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、法第１５条第１項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その 

旨を関係都道府県労働局長に通知しなければならない。前項の報告があった事案につ 

いて法第１５条第１項の規定による指定をしないことを決定したときも、同様とする。 

３ 都道府県労働局長は、第１項の報告をした事案については、前項後段の通知があるま 

では、法第８条第１項又は法第１０条の規定による調査審議を求めてはならない。 

４ 都道府県労働局長は、第２項前段の通知を受けたときは、遅滞なく、申出書その他の 

関係書類を厚生労働大臣に送付しなければならない。 


